
 

船舶事故調査報告書 

令和５年６月７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１０月１６日 １１時２０分ごろ 

発生場所 新潟県上越市直江津港 

直江津港第３東防波堤灯台から真方位２１１°１,９８０ｍ付近 

 （概位 北緯３７°１２.０′ 東経１３８°１５.７′） 

事故の概要  漁船漁山
りょうざん

丸は、南東進中、また、シーカヤック（船名なし）は、

漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年１１月２日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 漁山丸、２.８トン 

ＮＧ３－１９０３９（漁船登録番号）、個人所有 

第２２０－２２６７５号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ シーカヤック（船名なし）、総トン数なし（全長約３.４ｍ） 

   なし、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 漕手Ｂ 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（漕手Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首船底部に擦過傷 

Ｂ 船尾部に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人（以下「同乗者」とい

う。）３人を乗せ、船長Ａが操舵室の操縦席に座った状態で操船し、

直江津港の西北西に延びる第二東防波堤北西端に対して南西進で接近

し、同防波堤北西端を近距離でほぼ直角に左転して同防波堤西端と東

防波堤との間の出入口（以下「本件出入口」という。）を約８ノット

の対地速力で南東進中、前路で漂泊中のＢ船と衝突した。 

 船長Ａは、舷側にいた同乗者にＢ船と衝突したことを知らされ、後

方を確認したところ、Ｂ船が転覆しており、漕手Ｂが落水していたの

で、直ちにＡ船を反転させ、漕手Ｂを船内に揚収し、１１９番通報し

た。 

 Ａ船は、Ｂ船をえい
．．

航して直江津港漁港区に入港した。 

船長Ａは、本件出入口付近で漂泊する船舶等がいるはずがないと

思っていた。 

Ｂ船は、漕手Ｂが１人で乗り、座席後方に黄色の旗を取り付けた高



 

さ約１.５ｍの旗竿を立て、船首を東方に向けて本件出入口中央付近

で漂泊中、漕手Ｂが、機関音に気付いて船尾方を振り返り、後方約

２０ｍにＢ船に向かってくるＡ船を認めたが、どうすることもでき

ず、Ａ船の船首部とＢ船の船尾部とが衝突した。 

漕手Ｂは、救急車で上越市内の病院に搬送され、治療を受けた後、

地元の長野市内の医院で、右肩及び右足の打撲等と診断された。 

漕手Ｂは、Ｂ船を購入後、一度、湖において２時間ほど漕走しただ

けで、今回が２回目で、初めての海での漕走であり、操船に慣れてお

らず、防波堤に近いとシーカヤックの艇体が防波堤と当たるので、水

域が広い本件出入口中央付近で漂泊したが、他船が出入港する本件出

入口中央付近で漂泊することが、危険であるという認識がなかった。 

船長Ａ、Ａ船の同乗者３人及び漕手Ｂは、全員、救命胴衣を着用し

ていた。 

分析 Ａ船は、本件出入口付近において、第二東防波堤北西端を近距離で

左転して南東進中、船長Ａが、本件出入口中央付近で漂泊する船舶は

いないと思い、Ｂ船に向かって航行を続けたことから、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

Ｂ船は、本件出入口付近で漂泊中、漕手Ｂが、本件出入口中央付近

で漂泊を続けていたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、本件出入口付近において、Ａ船が第二東防波堤北西端を

近距離で左転して南東進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、本件出入口付

近で漂泊する船舶はいないと思い、Ｂ船に向かって航行を続け、ま

た、漕手Ｂが、本件出入口中央付近で漂泊を続けていたため、両船が

衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、防波堤付近の小型船舶や高さの低いシーカヤック等に気

付きにくいので、十分留意すること。 

・船舶は、船舶が多数通航する防波堤先端や出入口の中央付近で漂

泊を行わないこと。 

・船長は、防波堤の端を近距離で入航する場合、防波堤の影となる

小型船が視認しづらいので、防波堤の出入口付近の内側が前広に

確認できるようできるだけ沖合から入航すること。 

 


